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暮らし

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週月～金曜日
（毎月第2・4土曜日は電話相談のみ）

10：00～16：00
（窓口及び電話相談）

消費者トラブルに関する苦
情処理及び紛争解決のあっ
せん〈消費生活相談員〉

消費生活センター☎320-0666

行徳支所 第2・4火曜日 10：00～12：00
13：00～16：00

行徳支所市民相談室☎359-1121
多重債務
予約制

仮本庁舎 5（火）、19（火）
13：00～16：00

多重債務に関する相談〈弁
護士〉※予約制（消費生活
センター☎320-0666）行徳支所 未実施

人権擁護
仮本庁舎 13（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
家庭問題やいじめ、いやがら
せなどの悩み〈人権擁護委
員〉男女共同参画課☎322-6700

建築行政
仮本庁舎 毎週月・水・金曜日 9:00～17:00

（受付16：30まで）
建築にかかわる民事的な相談

（中高層建築物を含む）〈建
築行政相談員〉建築指導課☎712-6335

労働
予約優先

勤労福祉センター 6（水）、20（水）
18：00～20：00 労働上のトラブルに関する

相談〈社会保険労務士〉商工振興課☎704-4131

年金 仮本庁舎 26（火） 13：00～16：30
（受付16：00まで） 各種公的年金について

〈社会保険労務士〉
国民年金課☎712-8538

住宅リフォーム
予約優先

仮本庁舎 14（木） 13:00～16:00
（受付15：00まで）

増改築、修繕など〈市川住宅
ﾘﾌｫｰﾑ相談協議会相談員〉住環境整備課☎712-6325

後見制度
予約制

社会福祉協議会 21（木）
9：00～16：00 高齢者・障害者の成年後見

制度の相談〈社会福祉士〉社会福祉協議会☎320-4001

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

民事一般

総
合
市
民
相
談
課
☎
７
１
２・８
５
２
９
予
約・問
い
合
わ
せ

仮本庁舎・行徳支所
毎週月～金曜日

  8：50～12：00
13：00～17：00

（受付16：30まで）
民事に関する一般的な相談、
市政案内〈市民相談員〉出張市民相談 大柏出張所 15（金）

行政書士
仮本庁舎 11（月） 13：00～17：00

（受付16：30まで）
相続手続、遺言書、贈与、成年後見、契
約書、官公署提出書類作成、外国人の
在留などに関する申請など〈行政書士〉行徳支所 18（月）

行政 仮本庁舎 25（月） 13：00～15：00
（受付14：30まで）

国、特殊法人などへの苦情や
要望〈行政相談委員〉行徳支所 4（月）

登記
仮本庁舎 6（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
不動産登記、会社登記、境界
問題など〈司法書士・土地家
屋調査士〉行徳支所 20（水）

不動産取引 仮本庁舎 4（月）､18（月） 13：00～16：00
（受付15：30まで）

土地・建物の売買や賃貸など
のトラブル〈宅地建物取引士〉行徳支所 11（月）

予
約
制

弁護士法律
（平日）

仮本庁舎 1（金）、8（金）、14
（木）、15（金）、22（金）、27（水）

13：00～16：00 相続・遺言、損害賠償、金銭
貸借、離婚、借地借家、成年
後見などの専門的な法律の
知識を必要とする相談〈弁護
士〉〈認定司法書士〉

行徳支所 1（金）、8（金）、22（金）
弁護士法律
（土曜） 市川教育会館 9（土）

司法書士
法律（昼間）

仮本庁舎 20（水） 13：00～16：40行徳支所 未実施
司法書士

法律（夜間）
仮本庁舎 6（水）、13（水）、20（水）、27（水） 17:00～20:00行徳支所 13（水）

税金 仮本庁舎 12（火） 13:00～16:00 相続、贈与、売買など税の相談
〈税理士〉行徳支所 19（火）

交通事故
仮本庁舎 7（木）、21（木）

10:00～15:00
示談や損害賠償の方法〈県
交通事故相談員〉　※土日
祝日を除く2日前までに要予約行徳支所 未実施

月
の
市
民
相
談

※
弁
護
士
法
律
相
談（
平
日
）の
予
約
は
毎
週
金
曜
日（
閉

庁
日
の
場
合
は
前
日
）午
前
８
時
45
分
か
ら
翌
週
分
を
直

通
電
話
で
受
け
付
け
ま
す
※
祝
日
の
相
談
は
休
み
で
す

た
車
の
ナ
ン
バ
ー
な
ど
を
警
察
か
市

役
所
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
清
掃
事
業
課
）

♦
♦
♦

平
成
29
年
版「
市
川
市
環
境
白
書
」

を
発
行

環
境
に
関
す
る
市
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
、平
成
28
年
度
ま
で
の
実
績
を

ま
と
め
て
い
ま
す
。

閲
覧
場
所 

環
境
政
策
課（
市
川
南

仮
設
庁
舎
）、市
政
情
報
セ
ン
タ
ー
、

中
央
図
書
館
、行
徳
図
書
館
、信
篤

図
書
館
、南
行
徳
図
書
館
、平
田
図

書
室
、大
野
公
民
館
図
書
室
、市
川

駅
南
口
図
書
館
、男
女
共
同
参
画

セ
ン
タ
ー（
市
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
か

ら
も
閲
覧
可
）

☎
７
１
２・６
３
０
５
環
境
政
策

課

公
民
館・22
日（
金
）／
本
行
徳
公
民

館
、平
成
30
年
１
月
12
日（
金
）／
曽

谷
公
民
館・27
日（
土
）／
中
央
公
民

館
、２
月
９
日（
金
）／
市
川
公
民

館
、い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
午
後
４

時
各
日
５
人
ま
で

相
談
会
開
設
日
の
４
日
前
ま
で

に
☎
７
１
２・６
３
３
７
建
築
指
導

課♦♦
♦

し
な
い・さ
せ
な
い・許
さ
な
い

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

道
路
や
空
地
な
ど
へ
の
大
型
ご
み
や

電
気
製
品
を
適
正
に
処
理
せ
ず
不

法
投
棄
す
る
こ
と
は
、重
大
な
犯
罪

で
す
。５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は

１
千
万
円
以
下
の
罰
金
、ま
た
は
そ

の
両
方
の
罰
則
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

不
法
投
棄
を
見
掛
け
た
ら
、投
棄
し

　11月30日（木）は、国民健康保
険税第5期の納期限です。イン
ターネットやコンビニエンスストアで
も納められます。

（国民健康保険課）

税の納期限の確認を 

お
知
ら
せ

♦
♦
♦

傍
聴
し
よ
う

〈
希
望
者
は
直
接
会
場
へ
〉

◆
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉

専
門
分
科
会

11
月
29
日（
水
）午
後
１
時
30
分
～

３
時
30
分
／
仮
本
庁
舎
第
４
委
員

会
室　
　
　
　

 

（
障
害
者
支
援
課
）

◆
空
家
等
対
策
協
議
会

11
月
29
日（
水
）午
後
3
時（
受
付
は

15
分
前
）～
4
時
30
分
／
仮
本
庁

舎
第
1
委
員
会
室
／
先
着
10
人

（
住
環
境
整
備
課
）

◆
介
護
保
険
地
域
運
営
委
員
会

12
月
４
日（
月
）午
後
２
時
～
３
時

30
分
／
仮
本
庁
舎
第
４
委
員
会
室

（
福
祉
政
策
課
）

◆
農
業
委
員
会
定
例
総
会

12
月
６
日（
水
）午
後
１
時
30
分
～

３
時
／
仮
本
庁
舎
第
４
委
員
会
室

（
同
事
務
局
）

♦
♦
♦

「
新
成
人
の
集
い
」の
案
内
状
を
送
付

成
人
式
実
行
委
員
に
よ
る
企
画
の

他
、催
し
を
行
い
ま
す
。案
内
状
は

11
月
28
日（
火
）に
発
送
し
ま
す
。

平
成
30
年
１
月
７
日（
日
）午
前

10
時
～
午
後
０
時
30
分

文
化
会
館

平
成
９
年
４
月
２
日
～
平
成
10

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
方

☎
３
２
０・３
３
４
３
社
会
教
育

課♦♦
♦

12
月・１
月・２
月
の

無
料
耐
震
相
談
会

木
造
戸
建
住
宅
の
耐
震
診
断
、補

強
方
法
に
つ
い
て
、専
門
の
建
築
士

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。相
談
は
１
人

１
時
間
程
度（
予
約
制
）。

12
月
９
日（
土
）／
市
川
駅
南

地
区
別
ご
み
収
集
曜
日一覧（
12
月
分
）

　

ご
み
を
出
す
際
は
、次
の
表
を
確
認
の
上
、各
収
集
曜
日
の
午
前
８

時
ま
で
に
決
め
ら
れ
た
集
積
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た「
燃
や
す
ご
み
」「
燃
や
さ
な
い
ご
み
」「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器

包
装
類
」は
本
市
の
指
定
袋
に
入
れ
て
お
出
し
く
だ
さ
い
。

☎︎
７
１
２・６
３
０
１
清
掃
事
業
課

地区別ごみ収集曜日一覧（12月分）　

地区 燃やす
ごみ

燃やさないごみ・
有害ごみ ビン・カン プラスチック

製容器包装類
紙類・
布類

国府台、国分、真間、市川、北国分、中
国分、東国分、須和田、堀之内 月・木 9日（土）

２3日（祝）
2日（土）
16日（土） 火 金

大町、大野町、南大野、下貝塚、稲越
町、曽谷、宮久保、菅野、東菅野 水・土 １2日（火）

２6日（火）
5日（火）
19日（火） 木 月

柏井町、奉免町、新田１・５丁目、平田
１・２丁目、八幡、北方町、本北方、北
方、若宮、中山、高石神、鬼越

水・土 14日（木）
２8日（木）

7日（木）
21日（木） 金 火

市川南、新田２～４丁目、平田３・４丁
目、大洲、大和田、東大和田、南八幡、
稲荷木、鬼高、田尻

月・木 1日（金）
15日（金）

8日（金）
22日（金） 土 水

高谷、高谷新町、原木、二俣、二俣新
町、上妙典、河原、下新宿、本行徳、本
塩、関ケ島、伊勢宿、押切、湊、妙典、
下妙典、富浜、塩焼、末広、行徳駅前、
宝、幸、加藤新田、入船、日之出、千鳥
町、高浜町

火・金 6日（水）
20日（水）

13日（水）
27日（水） 月 土

湊新田、香取、欠真間、相之川、広尾、
島尻、新井、南行徳、福栄、新浜、塩浜 火・金 4日（月）

18日（月）
11日（月）
25日（月） 水 木

12

　平成30年度（使用期間は平成30年4月1日～平成31
年3月31日）の市営駐輪場の定期使用者の募集を開始
しました。12月7日（木）までに申請書を提出すると、希望
駐輪場を3つまで選択できる
ほか、平成30年度募集から
駐輪場を階層毎に選択でき
ます。定期使用を希望する方
は申請してください。

現在駐輪場を利用している方（10月6日までに申請し
た方）には、11月7日に平成30年度の使用申請書類
を発送しました。住所変更などにより書類が届いていな
い場合は、新規使用希望者と同じ手続きとなります。

申請書・要領配布場所 交通計画課（市川南仮設
庁舎）、 総務課、市民課（仮本庁舎）、総合市民
相談課（仮本庁舎）、大柏出張所、市川駅行政サー
ビスセンター、南行徳市民センター、各市営駐輪場

（1回使用専用駐輪場を除く）、市公式Ｗｅｂサイトか
らもダウンロード可
必要書類 ①駐輪場使用申請書②運転免許証ま
たは健康保険証などで「住所、氏名、生年月日」の３
項目が分かるもの③新高校３年生以下の方の申請
は、在学中であることを証明できるもの（学生証な
ど。新高校１年生は中学校の学生証でも可）④原
動機付自転車など（125ｃｃ以下）の申請は「標識

交付証明書」または「29年度軽自動車税（原付）納
税通知書」の写し（バイクの購入を検討中の方は、
当選通知後に「標識交付証明書」を提出も可）
申請 12月7日（木）までに交通計画課（市川南仮
設庁舎）または 総務課に持参（郵送でも受け付け
ますが、添付書類の不備や申請内容に誤りがあっ
た場合は無効）。※各市営駐輪場では受け付け不
可。希望駐輪場・階層に収容台数以上の申請が
あった場合は抽選（締め切り後も随時受け付ます
が、抽選の対象とはなりません）
使用料 市公式Ｗｅｂサイトまたは各市営駐輪場など
で配布の申請要領を確認してください

☎７１２-６３４２交通計画課

新規使用希望者の手続き

平成30年度の市営駐輪場定期使用者募集12月7日木まで
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暮らし

 

月・日 

曜
日    　

清 

掃 

地 

域

11・18 

土 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第
１

か
ら
第
４
）

11・19 

日 

鬼
越（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井

（
全
）、島
尻
、広
尾
１
、日
之

出
、南
行
徳
１・２

11・20 

月 

平
田（
全
）

11・22 

水 

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一
部（
古
八

幡
、冨
貴
島
）

11・25 

土 

新
田
１・５

11・26 

日 

高
石
神
、宮
久
保
１（
大
境
）、

河
原
、下
新
宿
、本
塩
、欠
真
間

（
全
）、本
行
徳
、妙
典（
全
）、

塩
焼
、関
ケ
島
、伊
勢
宿
、末
広

（
全
）、相
之
川（
全
）

11・27 

月 

富
浜（
全
）、宮
久
保（
全
）

11・28 

火 

東
菅
野
４・５（
美
里
苑
）、福
栄

（
全
）

11・29 

水 

本
北
方
１

11・30 

木 

曽
谷
６
・７（
第
５
）、下
貝
塚

（
全
）

12・1 

金 

市
川
４（
根
本
）、北
方
２
、本
北

方
１
の一部（
北
方
中
央
）、若
宮
３

（
上
町
）

12・3 

日 

本
北
方
２
、押
切
、湊
、湊
新
田

（
全
）、新
浜
１
、南
行
徳
３・４
、

大
洲（
全
）、大
和
田
１・３・５
、田

尻
４・５
の
一
部
、原
木
４
、国
分

２・３（
根
古
屋
）、若
宮
１
、北
方

町
４（
東
南・富
士
見
台
）、曽
谷

１
、奉
免
町（
ひ
め
み
や
）、柏
井

町
１（
第
１
、東
昌
台
）、柏
井
町
３

（
第
３
団
地
）

12・4 

月 

国
府
台（
全
）

12・5 

火 

香
取（
全
）、行
徳
駅
前
３・４

12・7 

木 

八
幡
１
、南
八
幡
１（
八
幡
上
・

下
）、本
北
方
３
、北
方
３
、若
宮

２

12・8 

金 

稲
荷
木（
全
）

12・10 

日 

高
谷
、二
俣（
全
）、中
国
分（
全
）、

国
分
１
、大
和
田
２・４
、東
大
和

田（
全
）、大
町
、大
野
町（
全
）、

稲
越
町
、北
方
町
４（
千
足
）、曽

谷
５・８（
第
６
）

12・11 

月 

真
間
４・５

12・12 

火 

北
国
分（
全
）、中
山
３・４

12・13 

水 

中
山
１・２

12・15 

金 

須
和
田（
全
）、北
方
１

12・16 

土 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）

12・17 

日 

鬼
越（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井

（
全
）、島
尻
、広
尾
１
、日
之

出
、南
行
徳
１・２

12・18 

月 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第
１

か
ら
第
４
）、平
田（
全
）

12・21 

木 

若
宮
３（
下
町
）、市
川
南
１
～

４
、市
川
２

12・22 

金 

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一
部（
古
八

幡
、冨
貴
島
）

●
自
治（
町
）会・個
人
の
自
主
的
な
清
掃
活

動
で
す
。ご
協
力
く
だ
さ
い
。●
協
力
し
て
い

た
だ
い
た
際
に
揚
げ
ら
れ
た
泥
土
は
市
で
回

収
し
ま
す
。●
泥
土
の
回
収
は
、清
掃
日
直

後
の
月
曜
日
か
火
曜
日（
清
掃
日
が
月・火
曜

日
の
場
合
は
、そ
の
週
）に
伺
い
ま
す
。●
な

お
、一
般
ご
み
一
般
廃
棄
物
な
ど
は
回
収
し
ま

せ
ん
。●
不
定
期（
臨
時
）に
側
溝
清
掃
す
る

場
合
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

 （
道
路
安
全
課
）

異
物
除
去
法
。

12
月
５
日（
火
）、14
日（
木
）、17
日

（
日
）、い
ず
れ
も
午
前
９
時
～
正
午

♦
♦
♦

三
番
瀬
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

三
番
瀬
の
再
生
に
つ
い
て
、県
民
、地

元
住
民
、漁
業
関
係
者
、環
境
保
護

団
体
な
ど
か
ら
広
く
意
見
を
聴
く

た
め
の
催
し
で
す
。

11
月
18
日（
土
）午
後
２
時（
受
付

は
30
分
前
）～
３
時
30
分

行
徳
公
民
館

先
着
80
人

☎
０
４
３・２
２
３・２
４
３
９
千
葉

県
環
境
政
策
課

（
地
域
整
備
課
）

 

募
集

♦
♦
♦

「
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
紹
介
展
」の

参
加
者

市
内
の
素
敵
な
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

の
取
組
を
写
真
で
紹
介
す
る
イ
ベ
ン

ト
で
す
。詳
し
く
は
市
公
式
Ｗ
ｅ
ｂ

サ
イ
ト
、ま
た
は
市
内
公
共
施
設
で

配
布
中
の
応
募
要
項
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。個人

・
団
体
部
門
で
、い
ず
れ
も

応
募
者
自
身
の
手
で
取
り
組
ん
で

い
る
も
の（
自
薦
の
み
）、合
計
20
組

程
度

応
募
要
項
配
布
場
所 

ま
ち
並
み

景
観
整
備
課（
分
庁
舎
Ｃ
棟
）、仮

本
庁
舎
、行
徳
支
所
、大
柏
出
張

所
、南
行
徳
市
民
セ
ン
タ
ー
、メ
デ
ィ

ア
パ
ー
ク
市
川
、各
公
民
館
、ア
イ・

リ
ン
ク
情
報
コ
ー
ナ
ー
、い
ち
か
わ
観

光
・
物
産
案
内
所
、市
公
式
W
ｅ
ｂ

サ
イ
ト
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

応
募
方
法 
12
月
11
日（
月
）必
着

で
、応
募
票
と
写
真
を
持
参
ま
た
は

郵
送
で
ま
ち
並
み
景
観
整
備
課

◆
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
紹
介
展（
写

真
展
）

12
月
16
日（
土
）～
21
日（
木
）

ア
イ・リ
ン
ク
タ
ウ
ン
展
望
施
設

☎
７
１
２・８
５
９
６
ま
ち
並
み

景
観
整
備
課

♦
♦
♦

い
ち
か
わ
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン

２
０
１
８
春
参
加
者

丹
精
込
め
た
庭
や
花
壇
を
公
開
し

て
く
れ
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

陽
春
の
庭
＝
平
成
30
年
４
月
14

日（
土
）・15
日（
日
）　

初
夏
の
庭
＝

平
成
30
年
５
月
12
日（
土
）・
13
日

（
日
）、い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
午
後

４
時（
右
記
期
間
の
う
ち
一
定
時
間

の
参
加
も
可
）

申
込
用
紙
配
布
場
所 

ま
ち
並
み

景
観
整
備
課（
分
庁
舎
Ｃ
棟
）、行
徳

支
所
、大
柏
出
張
所
、市
川
駅
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、南
行
徳
市
民
セ

ン
タ
ー
、い
ち
か
わ
観
光・物
産
案
内

所
、メ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
市
川
、各
公
民

館
、市
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
し
込
み
用
紙
を
記
入
し
、平

成
30
年
１
月
19
日（
金
）ま
で（
消

印
有
効
）に
持
参
ま
た
は
郵
送
で
ま

ち
並
み
景
観
整
備
課

☎
７
１
２・８
５
９
７
同
課

 

求
人

♦
♦
♦

職
種
給
食
調
理
パ
ー
ト

資
格
・
人
数 

資
格
不
要
、若
干
名

雇
用
期
間 
平
成
30
年
３
月
31
日

（
土
）ま
で（
更
新
の
可
能
性
あ
り
）

時
給 

１
，０
６
０
円
か
ら

履
歴
書（
写
真
付
き
）を
郵
送
ま
た

は
持
参
で
教
育
総
務
課（
〒
２
７
２・ 

す
。開
始
時
間
を
過
ぎ
て
の
受
講
は

で
き
ま
せ
ん
。

消
防
局（
車
で
の
来
場
不
可
）

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
中
学

生
以
上
の
方
、先
着
各
30
人

11
月
20
日（
月
）か
ら
☎
３
３
３・ 

２
１
１
１
消
防
局
救
急
課

◆
外
傷
応
急
手
当
講
習

応
急
手
当
の
目
的
及
び
重
要
性
、止

血
の
方
法
、け
が
や
骨
折
を
し
た
場

合
の
応
急
手
当
の
方
法
。

12
月
９
日（
土
）午
前
９
時
～
正

午◆
普
通
救
命
講
習
Ⅰ

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
用
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

２
０
１
５
に
基
づ
く
心
肺
蘇
生
法
と

０
０
２
３
南
八
幡
１
の
17
の
15
）

☎
３
８
３・９
２
２
４
同
課

♦
♦
♦

公
民
館
職
員
①
日
勤
②
夜
勤

業
務
内
容 

受
付
及
び
事
務（
パ
ソ
コ

ン
操
作
あ
り
）、施
設
の
管
理
、講
座

の
企
画
・
運
営
な
ど
土
・
日
曜
日
を

含
む
。詳
し
く
は
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

勤
務
地 

市
内
公
民
館

勤
務
条
件 

①
月
11
日
程
度
勤
務

／
午
前
８
時
40
分
～
午
後
５
時
10

分
／
日
額
７
，２
３
０
円（
時
給

９
３
３
円
）②
週
３
～
４
日
勤
務
／

午
後
４
時
50
分
～
９
時
20
分
／
時

給
９
３
０
円

※
①
②
と
も
、規
程
に
よ
り
交
通
費

支
給
。

採
用
人
数 

①
25
人
程
度
②
若
干
名

雇
用
期
間 

平
成
30
年
４
月
１
日
～

平
成
31
年
３
月
31
日

公
民
館
及
び
社
会
教
育
課
で
配

布
の
願
書
に
作
文
を
添
え
、12
月
８

日（
金
）ま
で（
消
印
有
効
）に
郵
送
ま

た
は
持
参
で
同
課

☎
３
２
０・３
３
４
３
社
会
教
育

課

マ
に
募
集
し
た
ポ
ス
タ
ー
の
入
賞
作

品
を
展
示
し
ま
す
。

11
月
25
日（
土
）～
12
月
３
日

（
日
）午
前
10
時
～
午
後
７
時
30
分

（
土・日
曜
日
、祝
日
は
午
後
６
時
ま

で
、月
曜
日
と
月
末
は
休
館
）

メ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
市
川
エ
ン
ト
ラ
ン

ス
ホ
ー
ル

☎
７
１
２・８
６
４
３
総
務
課
、☎

７
１
２・６
３
４
１
交
通
計
画
課

 
 

 

講
座・催
し

♦
♦
♦

消
防
局
の
講
習

修
了
者
に
は
修
了
証
を
発
行
し
ま

♦
♦
♦

市
川
警
察
署

来
庁
者
臨
時
駐
車
場
を
開
設

庁
舎
耐
震
改
修
工
事
に
伴
い
、市
川

警
察
署
敷
地
内
駐
車
場
を
閉
鎖
し
、

12
月
４
日（
月
）か
ら
旧
真
間
川
改

修
事
務
所
敷
地
内
に
来
庁
者
臨
時

駐
車
場（
四
輪
車
・バ
イ
ク・
自
転
車

用
）を
開
設
し
ま
す
。

☎
３
７
０・０
１
１
０
市
川
警
察
署

（
市
民
安
全
課
）

♦
♦
♦

平
和
ポ
ス
タ
ー
と

交
通
安
全
ポ
ス
タ
ー
作
品
展

市
内
小・中
学
校
の
児
童・生
徒
か
ら

平
和
と
交
通
安
全
そ
れ
ぞ
れ
を
テ
ー　国民健康保険（国保）は現在、市町村ごとに運営し

ていますが、4月からは県も加わり、市町村と共に運営
することになります。これを広域化といいます。
　市町村が運営する国保は、高齢者の加入割合が高
く、多額の医療費を賄わなければならないため、年々財
政運営が厳しくなっています。そこで国保制度を将来的
に持続していけるよう、県内の市町村が支え合う制度改
革を行うことになりました。改革の概要は、右図のように
県が市町村からお金を集め、各市町村で必要となった保
険給付の費用を県が各市町村へ支払うというものです。

●平成30年度に変更となる点
・保険証の様式の一部
・県単位で資格を管理（県内のほかの市町村へ

引越しをしても資格は継続。但し、住所変更の
ため新たな保険証の発行手続きは必要）

●平成30年度に変更にならない点
・各種手続きの窓口（加入・脱退の手続き等）

は、これまで通り市町村
・保険税納付方法、保険税率（予定）

広域化後

保険証の様式の一部変更等については、今後の本紙でお知らせします。

☎７１２-８５３２国民健康保険課資格給付担当、☎７１２-８５３４同課保険税担当

県が市町村と共に国保運営へ
国民健康保険が広域化されます
平成３０年４月から
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日時 場所・会場 対象・人数 費用・料金 持ち物 申し込み・応募 問い合わせ講師講内容内 行徳支所

暮らし

募集期間 １２月１８日（月）まで
閲覧場所 市政情報センター（中央図
書館、行徳図書館、男女共同参画セン
ター、大野公民館図書室）、福祉政策課

（仮本庁舎）、市公式Ｗｅｂサイト
市内在住・在勤・在学の方、または市

内に事務所や事業所を有する個人や
法人、その他案件に利害関係を有する
方
提出方法 意見用紙に「第７期市川市

高齢者福祉計画・介護保険事業計画
（平成３０年度～３２年度）の素案に関
する意見」と、住所・氏名（ふりがな）また
は団体名（代表者氏名）、意見を書き、
１２月１８日（月）まで（消印有効）に持参、
郵送（〒２７２-８５０１※住所不要）または
ＦＡＸ７１２-８７４１で福祉政策課。市公
式Ｗｅｂサイトからも提出可（個別の質
問や電話での意見は受け付けません）。

☎７１２-８５４６福祉政策課

パブリックコメント　ご意見をお寄せください

第７期市川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成３０年度～３２年度）
の素案に関する意見の募集

　市では、高齢者に関する政策や介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施
を推進するため、「第7期市川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の素案を
お知らせするとともに、広く意見の募集を行います。

市町村

都道府県

都道府県が市町村ごとに決定した
国保事業費納付金を市町村が納付

給付費に必要な費用を、
全額、市町村に交付

市町村

市町村




